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市では、所得税及び市県民税の申告相談を従来どおり下記の日程で行います。ただし、国分寺会場につ
いては、保健福祉センターゆうゆう館に変更になりました。
受付時間は、午前の部は９時から11時、午後の部は１時から３時30分までです。また、土・日・祝日は

開設しておりません。
申告を忘れてしまうと、各種証明書の発行ができなかったり、国民健康保険税の軽減措置が受けられな

くなることもあります。必ず期限内に申告してください。
なお、営庶業等の業種（保険外交員含む）で所得税の申告をされる方、株式譲渡所得や一般譲渡所得が

ある方及び贈与税等の申告をされる方は、各税務署で申告してください。

農
業
所
得
者

上
記
以
外
の
申
告
相
談

受　付　日 対　象　地　区
2/16（木）～ 2/20（月） 駅東・医大前・烏ケ森
2/21（火）～ 2/22（水） 笹原・箕輪
2/23（木）～ 2/24（金） 国分寺・紫
2/27（月）～ 3/2（木） 川中子
3/3（金）～ 3/8（水） 小金井
3/9（木）～ 3/13（月） 柴




